
( )2008年(平成20年)2月 高砂市議会だより 第146号

発行

高砂市議会
〒676-8501 高砂市荒井町千鳥1-1-1

TEL(079)442-2101内(4330)

(079)443-9051(直通)

編集:市議会だより編集委員会

第146号
2008年(平成20年)２月

��������

�
ペ
ー
ジ

12
月
定
例
会
の
あ
ら
ま
し

議
案
概
要

12
月
定
例
会
の
日
程
表

�
〜
�
ペ
ー
ジ

一
般
質
問

�
〜
�
ペ
ー
ジ

市
民
病
院
経
営
改
善
対
策

特
別
委
員
会
報
告
書

意
見
書

�
〜
�
ペ
ー
ジ

決
算
特
別
委
員
会
審
査
報
告
書

(

抜
粋)

決
算
認
定
に
つ
い
て

人
事 ●

主
な
内
容



第146号 高砂市議会だより 2008年(平成20年)2月( )2

12
月
定
例
市
議
会
は
12
月
10
日
か
ら
12
月
19
日
ま
で
、

10
日
間
開
催
し
ま
し
た
。

今
期
定
例
会
は
、
市
長
が
病
気
療
養
の
た
め
、
９
月
定

例
会
に
続
き
不
在
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

ま
ず
冒
頭
、
市
長
職
務
代
理
者
副
市
長
か
ら
今
期
定
例
会

に
提
案
さ
れ
た
議
案
の
提
案
理
由
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

今
期
定
例
会
で
は
報
告
議
案
３
件
、
事
件
議
案
４
件
、

条
例
議
案
３
件
、
予
算
議
案
５
件
の
、
15
議
案
に
つ
い
て

提
案
が
あ
り
、
本
会
議
で
熱
心
に
質
疑
を
行
い
、
委
員
会

で
は
本
会
議
で
の
質
疑
で
出
さ
れ
た
論
点
を
踏
ま
え
、
詳

細
に
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

一
般
質
問
で
は
、
10
人
の
議
員
が
、
市
政
全
般
に
対
す

る
質
問
を
行
い
ま
し
た
。(

質
問
要
旨
は
３
頁
〜
７
頁)

平
成
18
年
12
月
定
例
会
に
お
い
て
設
置
さ
れ
た
市
民
病

院
経
営
改
善
対
策
特
別
委
員
会
の
報
告
が
委
員
長
か
ら
あ

り
、
特
別
委
員
会
の
調
査
は
終
了
い
た
し
ま
し
た
。(

報
告

書
は
８
頁
〜
９
頁)

９
月
定
例
会
で
提
案
さ
れ
、
閉
会
中
の
継
続
審
査
と
な
っ

て
い
た
平
成
18
年
度
各
会
計
決
算
認
定
に
つ
い
て
は
決
算

特
別
委
員
会
の
審
査
が
終
了
し
、
委
員
長
報
告
が
あ
り
採

決
を
行
い
ま
し
た
。(

結
果
及
び
報
告
書
は
11
頁
〜
12
頁)

最
終
日
に
は
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
各
議
案
に
つ
い
て

の
委
員
長
報
告
と
討
論
採
決
を
行
い
、
そ
の
後
、
追
加
提

案
さ
れ
た
条
例
議
案
、
予
算
議
案
及
び
人
事
案
件
を
審
査

し
、
採
決
を
行
い
、
全
て
可
決
さ
れ
ま
し
た
。(

人
事
案
件

は
別
掲)

そ
の
後
、｢

工
場
立
地
法
の
緑
地
面
積
の
緩
和
に
つ
い
て｣

と

｢

兵
庫
県
後
期
高
齢
者
広
域
連
合
に
関
す
る
条
例
に
つ

い
て｣

の
報
告
が
あ
り
、
質
疑
を
行
い
、
閉
会
し
ま
し
た
。

11112222
月月月月
定定定定
例例例例
会会会会
のののの
ああああ
らららら
まままま
しししし

平
成
19
年
12
月

定
例
市
議
会
日
程
表

会

期

12
月
10
日(

月)

〜
19
日(

水)

10
日
間

12
月
10
日(

月)

開
会
、
市
長
職
務
代
理
者

副
市
長
の
提
案
理
由
の
説
明

11
日(

火)

休

会

12
日(

水)

質
疑

13
日(

木)

質
疑

14
日(

金)

一
般
質
問

15
日(

土)

休

会

16
日(

日)

休

会

17
日(

月)

特
別
委
員
会
、

各
常
任
委
員
会
審
査

18
日(

火)

各
常
任
委
員
会
審
査

19
日(

水)

委
員
長
報
告
、
討
論
採
決
、

諸
報
告
、
閉
会

●訴えの提起について
●加古川市､ 高砂市宝殿中学校組合の解散について
●加古川市､ 高砂市宝殿中学校組合の解散に伴う財産
処分について

●加古川市､ 高砂市宝殿中学校組合の解散に伴う事務
の承継について

●高齢者住宅整備資金貸付条例を廃止する条例
●高砂市立学校条例及び高砂市立学校施設使用条例の
一部を改正する条例

●高砂市立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する
条例

●高砂市職員の給与に関する条例の一部を改正する
条例

●庁舎等整備事業
●福祉医療事業
●ごみ焼却施設運営管理事業

●道路新設改良事業
●ＪＲ宝殿駅バリアフリー化事業
●宝殿中学校組合運営事業
●文化財保護事業

採択
●医療費の総枠拡大を求める陳情
●保険でよい歯科医療の実現を求める陳情
●悪質商法被害を助長するクレジットの被害を防止す
るための割賦販売法の抜本的改正に関する陳情書

不採択
●後期高齢者医療制度の実施凍結と抜本的改善を求め
る陳情

●国に対して ｢後期高齢者医療制度｣ の見直しを求め
る意見書の提出を陳情します｡

● ｢後期高齢者医療制度｣ に関する意見書採択を求め
る陳情書

● ｢小規模工事契約希望者登録制度｣ 創設の陳情書

今定例会での議案概要

可決した事件議案

可決した条例議案

補正予算案の主な事業

陳情

一
般
質
問

市
政
全
般
に
対
す
る
一
般
質
問
は
、
高
砂
市
議
会
で
は
、
一
人
15
分
と
な
っ

て
お
り
、
２
回
ま
で
の
再
質
問
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

く
わ
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
図
書
館
や
各
公
民
館
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る

｢

兵
庫
県
高
砂
市
議
会
定
例
会
会
議
録｣

に
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
ご
利
用

下
さ
い
。(

12
月
定
例
会
の
会
議
録
は
３
月
に
完
成
す
る
予
定
で
す
。)

な
お
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
会
議
録
の
閲
覧
検
索
が
可
能
で
す
の
で
、

ご
利
用
下
さ
い
。
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◆
初
め
に
、
市
長
不
在
が
続
き
、

市
民
の
不
満
の
声
が
高
ま
る
中
、

副
市
長
は
じ
め
職
員
一
丸
で
の

市
政
推
進
を
強
く
要
望
す
る
。

問問
10
月
16
日
加
古
川
市
別
府

町
で
小
学
２
年
生
女
児
が

殺
害
さ
れ
る
事
件
が
、
12

月
９
日
に
は
尾
上
町
で
小
学
２

年
生
の
女
児
２
人
が
暴
漢
に
襲

わ
れ
る
傷
害
事
件
が
続
発
し
加

古
川
市
で
は
発
生
直
後
よ
り
庁

内
や
関
係
団
体
と
の
協
議
を
進

め
、
数
々
の
防
犯
対
策
を
実
施

し
て
い
る
。本
市
に
お
い
て
も
、

同
類
の
殺
傷
事
件
へ
の
防
犯
対

策
を
早
急
に
実
施
す
べ
き
と
考

え
る
が
、
当
局
の
対
応
を
確
認

す
る
。

庁
内
協
議
や
本
市
生
活
安
全

推
進
連
絡
協
議
会
な
ど
を
通
じ
、

全
市
挙
げ
て
の
対
策
を
検
討
し

た
か
。

答答
事
件
翌
日
の
早
朝
に
高
砂

市
と
し
て
の
対
策
を
協
議

し
、
青
色
防
犯
パ
ト
ロ
ー

ル
の
巡
回
強
化
、
防
災
行
政
無

線
を
通
じ
た
市
内
全
域
へ
の
午

後
５
時
の
児
童
帰
宅
促
し
放
送
、

高
砂
警
察
署
と
の
密
な
る
連
携
、

公
用
車
の
庁
外
使
用
に
際
し
て

の
職
員
の
巡
回
、
出
勤
及
び
退

庁
時
の
職
員
に
よ
る
不
審
者
対

応
等
、
市
全
体
と
し
て
取
り
組

ん
で
い
る
。

問問
通
学
路
の
安
全
確
保
は
ど

う
か
。
ま
た
、
通
学
路
の

変
更
や
校
区
変
更
を
検
討
し
て

は
ど
う
か
。

答答
保
護
者
の
見
守
り
、
特
に

地
域
の
方
々
の
見
守
り
等

に
よ
っ
て
安
全
・
安
心
な

登
下
校
に
向
け
た
取
り
組
み
を

行
っ
て
い
る
。
ま
た
通
学
路
の

点
検
等
も
行
い
、
変
更
が
必
要

で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
都
度
、

保
護
者
と
協
議
し
な
が
ら
変
更

を
行
っ
て
い
る
。
校
区
の
変
更

に
つ
い
て
は
、
教
育
委
員
会
で

検
討
を
重
ね
て
い
る
。

問問
自
治
会
や
各
種
団
体
と
の

防
犯
体
制
は
図
ら
れ
て
い

る
か
。

全
市
民
へ
の
協
力
要
請
な
ど

を
ど
う
進
め
る
の
か
。

答答
自
治
会
及
び
各
種
団
体
と

の
協
議
会
を
今
後
設
置
し
、

情
報
交
換
あ
る
い
は
関
係

団
体
、
関
係
機
関
、
市
民
と
の

連
携
、
協
力
要
請
等
に
つ
い
て

協
議
し
、
共
同
の
防
犯
体
制
を

敷
い
て
い
き
た
い
。

問問
財
政
が
改
善
さ
れ
な
い
中
、

効
率
的
な
市
政
運
営
に
向

け
、
庁
内
体
制
改
善
や
職

員
の
資
質
向
上
が
最
優
先
と
考

え
る
が
、
当
局
の
見
解
は
。

管
理
職
選
任
は
年
功
序
列
的

で
な
く
能
力
主
義
に
す
べ
き
。

答答
こ
れ
ま
で
の
年
功
要
素
を

重
視
し
た
横
並
び
的
な
昇

進
制
度
か
ら
の
脱
却
を
図

り
つ
つ
、
選
考
に
よ
る
昇
任
人

事
を
現
在
行
っ
て
お
り
、
今
後

は
目
標
管
理
や
勤
務
評
定
制
度

を
活
用
し
、
人
材
育
成
に
努
め
、

適
正
な
選
考
を
前
提
に
、
昇
任

者
を
厳
選
し
、
意
欲
あ
る
人
材

の
登
用
を
可
能
に
す
る
制
度
へ

の
移
行
に
取
り
組
ん
で
い
き
た

い
。問問

働
き
甲
斐
の
あ
る
職
場
づ

く
り
の
た
め
公
平
公
正
な

勤
務
評
価
を
徹
底
実
施
す

べ
き
。

答答
平
成
17
年
度
よ
り
、
管
理

職
に
目
標
管
理
及
び
勤
務

評
定
制
度
を
試
行
的
に
実

施
し
て
お
り
、
評
価
の
公
平
性
、

納
得
性
を
確
保
す
る
た
め
、
自

己
評
価
、
評
価
者
と
の
面
談
及

び
評
価
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
な
ど
、

評
価
制
度
の
適
正
な
運
用
や
職

員
の
人
材
育
成
や
資
質
の
向
上

に
取
り
組
ん
で
い
る
。
今
後
は
、

目
標
管
理
や
勤
務
評
定
制
度
を

活
用
し
て
、
職
員
の
能
力
、
実

績
を
、
給
与
は
昇
任
に
反
映
し
、

活
力
あ
る
組
織
づ
く
り
を
目
指

し
て
い
き
た
い
。

問問
部
や
課
の
数
と
各
部
の
担

当
業
務
が
市
民
の
た
め
に

運
営
さ
れ
て
い
る
か
。

答答
さ
ら
に
業
務
の
検
証
を
行

い
、
組
織
改
正
に
向
け
て

進
め
て
ま
い
り
た
い
。

◆
財
政
健
全
化
法
に
お
け
る
早

期
健
全
化
と
再
生
に
関
す
る
各

指
標
の
基
準
が
公
表
さ
れ
ま
し

た
。
平
成
20
年
度
決
算
で
一
つ

の
指
標
で
も
基
準
を
超
え
た
場

合
は
、
再
建
計
画
の
策
定
が
義

務
づ
け
ら
れ
ま
す
。
地
方
公
営

企
業
に
は
会
計
別
に
資
金
不
足

比
率
が
適
用
さ
れ
、
そ
の
健
全

化
基
準
は
20
％
と
決
定
さ
れ
ま

し
た
。
市
民
病
院
の
19
年
度
収

支
で
資
金
不
足
25
億
円
、
医
業

収
益
に
対
す
る
資
金
不
足
比
率

は
約
55
％
に
上
昇
す
る
と
見
込

ま
れ
て
い
ま
す
。
20
年
度
の
当

該
比
率
は
約
76
％
に
達
す
る
の

は
必
至
で
す
。
基
準
を
超
え
な

い
た
め
に
は
、
現
在
の
医
業
収

益
で
は
、
20
年
度
に
少
な
く
と

も
26
億
円
の
財
源
が
必
要
で
す
。

こ
れ
は
本
市
の
18
年
度
決
算
で

の
基
金
総
額
に
相
当
し
ま
す
。

過
去
の
分
だ
け
で
な
く
、
今
も

毎
日
３
０
０
万
円
近
い
赤
字
が

発
生
し
続
け
て
い
ま
す
。
こ
れ

以
上
の
赤
字
発
生
を
早
急
に
止

め
な
け
れ
ば
、
本
体
の
財
政
も

危
機
に
陥
り
ま
す
。

問問
来
年
度
予
算
で
26
億
円
の

財
源
確
保
は
可
能
で
す
か
。

答答
20
年
度
の
予
算
編
成
、
病

院
の
経
営
実
態
、
財
政
健

全
化
基
準
と
い
っ
た
も
の
、
あ

る
い
は
公
立
病
院
の
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
と
い
っ
た
も
の
が
示
さ
れ
て

い
る
。
そ
う
い
っ
た
も
の
を
総
合

的
に
勘
案
し
て
、
今
後
、
そ
の

具
体
的
な
数
字
を
決
め
て
い
き

た
い
。

問問
赤
字
要
因
の
分
析
が
必
要

で
は
な
い
か
。

答答
一
つ
に
は
、
２
年
ご
と
の

診
療
報
酬
改
定
に
よ
る
実

質
医
療
費
の
引
き
下
げ
の
影
響
。

二
つ
目
に
は
、
新
臨
床
研
修
医

制
度
発
足
に
伴
い
、
半
減
を
し

た
常
勤
医
師
。三
つ
目
に
は
、内

科
医
師
の
減
少
、
常
勤
医
師
不

在
の
診
療
科
に
お
け
る
入
院
収

益
の
減
。
四
つ
目
に
は
、
国
に

よ
る
医
療
費
負
担
割
合
増
に
伴

う
患
者
の
病
院
離
れ
な
ど
が
上

げ
ら
れ
、
医
業
収
益
の
減
少
が

最
大
の
要
因
と
分
析
し
て
い
る
。

問問
医
業
収
支
の
均
衡
が
存
続

の
条
件
で
は
な
い
か
。

答答
現
に
存
在
す
る
不
良
債
務

に
つ
い
て
は
、
ど
こ
か
で

整
理
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の

た
め
に
、
健
全
化
計
画
で
も
検

討
を
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

問問
病
院
管
理
者
の
実
質
的
権

限
を
保
障
す
る
た
め
、
例

規
改
正
の
意
思
は
あ
り
ま
す
か
。

答答
管
理
者
の
設
置
に
つ
い
て

は
、
地
方
公
営
企
業
法
第

４
条
の
趣
旨
に
よ
り
、
高
砂
市

の
場
合
、
高
砂
市
病
院
事
業
の

設
置
等
に
関
す
る
条
例
第
３
条

の
２
に
規
定
を
し
て
い
る
。
ま

た
、
地
方
公
営
企
業
法
第
13
条

の
代
理
規
定
に
よ
り
、
高
砂
市

病
院
事
業
管
理
者
の
職
務
代
理

者
の
指
定
に
関
す
る
規
程
に
よ

り
、
院
長
等
を
代
理
者
と
し
て

定
め
て
い
る
。
な
お
、
法
第
13

条
に
規
定
す
る
職
務
代
理
者
の

選
任
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め

規
程
等
で
定
め
て
お
く
こ
と
と

さ
れ
て
お
り
、
代
理
者
の
権
限

に
つ
い
て
は
管
理
者
と
同
じ
で

あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。

条
例
、
規
程
の
改
正
に
つ
い

て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
は
考
え

て
い
な
い
。

3

児
童
生
徒
の
安
全
確
保
に
つ
い
て
ほ
か

藤
森

誠

市
民
病
院
の
経
営
再
建
に
つ
い
て

木
谷

勝
郎
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自
治
体
病
院
の
経
営
改
善

問問
総
務
省
の
公
立
病
院
改
革

懇
談
会
は
、
自
治
体
病
院

の
経
営
改
革
に
つ
い
て
の

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
案
を
提
示
し
ま
し

た
。
具
体
的
な
作
業
は
、
今
後
、

県
と
も
十
分
検
討
協
議
し
て
い

く
必
要
は
あ
る
が
、
新
地
方
行

革
指
針
の
集
中
改
革
プ
ラ
ン
も

進
行
中
で
あ
る
。
全
国
一
律
の

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ
っ
て
判
断
す

る
こ
と
は
適
当
で
な
い
と
の
声
も

あ
る
が
、
検
討
す
る
た
め
の
指

標
が
必
要
な
の
も
事
実
で
す
。

こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
示
さ
れ

て
い
る
、
経
営
効
率
化
、
再
編

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
経
営
形
態
の

見
直
し
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

答答
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
、

公
立
病
院
の
目
標
値
、
医

業
収
支
比
率
の
88
・
５
％
、

あ
る
い
は
経
常
収
支
比
率
の
93
・

６
％
、
こ
れ
が
平
均
値
で
あ
る

と
い
う
こ
と
か
ら
、
あ
る
程
度

目
標
値
と
し
て
置
い
て
い
き
た

い
。
そ
の
た
め
に
、
収
益
の
確

保
、
支
出
の
抑
制
、
こ
れ
ら
が

必
要
で
あ
る
。

再
編
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ
い
て

は
、
東
播
磨
二
次
医
療
圏
の
中

に
お
け
る
県
立
加
古
川
病
院
あ

る
い
は
加
古
川
市
民
病
院
の
機

能
分
化
、
特
化
に
あ
わ
せ
て
、

高
砂
市
民
病
院
も
見
直
し
て
い

く
必
要
が
あ
る
。
特
に
、
内
科

を
重
点
と
し
た
病
院
で
あ
る
の

で
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
検
討

す
る
必
要
が
あ
る
。

経
営
形
態
の
見
直
し
に
つ
い

て
は
、
平
成
24
年
度
ま
で
の
間

に
、
必
要
が
あ
れ
ば
、
経
営
形

態
を
含
め
て
見
直
し
し
て
い
く

必
要
が
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え

て
い
る
。

５
歳
児
健
診
の
推
進
に
つ
い

て問問
３
歳
児
健
診
か
ら
就
学
前

健
診
ま
で
の
期
間
が
発
達

障
害
に
と
っ
て
重
要
な
意

味
を
持
つ
。
厚
生
労
働
省
の
報

告
に
よ
れ
ば
、
３
歳
児
健
診
で

は
指
摘
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、

５
歳
児
健
診
で
疑
い
が
あ
る
と

診
断
も
他
市
で
あ
り
ま
す
。
早

期
発
見
で
子
ど
も
た
ち
を
救
う

た
め
に
、
５
歳
児
健
診
の
導
入

に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

答答
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
モ

デ
ル
事
業
の
位
置
づ
け
で

あ
り
、
本
市
に
お
い
て
は
、

も
う
少
し
経
緯
を
見
な
が
ら
検

討
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

子
ど
も
た
ち
の
通
学
路
の
安

全
性
に
つ
い
て

◆
高
砂
市
内
に
お
い
て
、
交
通

事
故
の
発
生
が
懸
念
さ
れ
る
危

険
な
箇
所
の
対
策
は
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
道
路
幅
員
が
狭
く
困

難
も
事
実
で
す
。

問問
歩
道
の
確
保
に
苦
慮
箇
所

の
対
応
に
つ
い
て
。

答答
車
両
交
通
量
が
多
い
等
で

通
学
時
に
問
題
が
あ
る
箇

所
に
つ
い
て
は
、
地
元
自

治
会
の
理
解
の
も
と
、各
関
係

機
関
と
協
議
の
上
、
一
方
通
行

や
通
行
規
制
等
も
含
め
対
応
し

て
い
る
。

問問
通
学
路
、
歩
道
の
カ
ラ
ー

舗
装
、
カ
ラ
ー
リ
ン
グ
に

つ
い
て
。

答答
す
べ
て
の
通
学
路
に
カ
ラ
ー

舗
装
を
行
う
こ
と
は
困
難

で
は
あ
る
が
、
特
に
効
果

が
見
込
ま
れ
る
箇
所
に
つ
い
て

は
、
今
後
、
視
覚
的
な
対
応
に

つ
い
て
検
討
を
し
て
い
き
た
い
。

問問
グ
リ
ー
ン
ロ
ー
ド
の
規
制

を
行
っ
て
い
る
通
学
路
の

実
態
に
つ
い
て
。

答答
学
校
、Ｐ
Ｔ
Ａ
、地
元
住
民

が
、
児
童
生
徒
の
通
学
の

安
全
確
保
の
た
め
、
警
察

に
対
し
通
学
路
の
一
部
に
通
行

規
制
等
の
交
通
規
則
の
強
化
を

要
望
し
、
警
察
が
決
定
を
し
て

い
る
。

問問
通
行
規
制
を
守
ら
な
い
車

へ
の
対
策
に
つ
い
て
。

答答
啓
発
を
行
う
た
め
の
看
板

の
設
置
等
を
行
う
と
と
も

に
、
警
察
へ
の
取
り
締
ま

り
強
化
の
要
望
も
行
っ
て
い
る
。

問問
高
齢
者
は
、
一
昨
年
の
所

得
税
、
住
民
税
の
増
税
、

国
保
料
、
介
護
保
険
料
の
値
上

げ
医
療
費
の
窓
口
負
担
引
き
上

げ
な
ど
あ
い
つ
ぐ
負
担
増
に
苦

し
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
ん
な
中
、
75
歳
以
上
の
人

を
対
象
に
高
い
保
険
料
を
年
金

か
ら
天
引
し
、
払
え
な
い
人
か

ら
は
保
険
証
を
取
り
上
げ
る
。

保
険
で
受
け
ら
れ
る
医
療
に
差

別
、
制
限
を
持
ち
込
む
。
世
界

で
も
例
が
な
い
最
悪
の
制
度
で

す
。
こ
の
よ
う
な
医
療
制
度
黙
っ

て
許
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
国
に

制
度
の
中
止
を
求
め
る
意
見
を

あ
げ
る
よ
う
に
求
め
ま
す
。

答答
こ
の
制
度
は
、
将
来
に
わ

た
っ
て
医
療
保
険
制
度
を

持
続
可
能
な
も
の
に
し
て
い
く

た
め
と
い
う
大
き
な
目
標
が
あ
り
、

よ
り
高
齢
者
の
医
療
・
福
祉
の

増
進
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
い

く
の
で
、
理
解
を
い
た
だ
き
た
い
。

問問
妊
婦
健
診
は
母
体
と
胎
児

の
健
康
を
守
る
不
可
欠
な

検
査
で
す
。
近
年

｢
経
済
的
理

由｣

な
ど
に
よ
り
妊
娠
し
て
か
ら

一
度
も
健
診
を
受
け
ず
出
産
を

迎
え
る
未
受
診
分
娩
が
増
え
て

い
ま
す
。
未
受
診
出
産
は
死
亡

率
も
高
く
な
り
非
常
に
危
険
を

伴
い
ま
す
。
厚
労
省
は

｢

妊
婦

健
診
の
公
費
負
担
は
最
低
で
も

５
回
は
必
要｣

と
自
治
体
に
通

知
し
て
い
ま
す
。
高
砂
市
は
１

回
だ
け
の
助
成
で
す
。
最
低
５

回
以
上
の
助
成
を
す
べ
き
で
は

な
い
か
。

答答
県
行
革
に
よ
る
補
助
金
制

度
の
見
直
し
の
結
果
を
見

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
妊
婦

健
診
受
診
の
機
会
促
進
を
図
る

観
点
か
ら
有
効
な
方
策
を
考
え

て
い
き
た
い
。

多
重
債
務
者
救
済
に
お
け
る

行
政
の
役
割
に
つ
い
て

問問
現
在
、
全
国
で
約
１
、６

０
０
万
人
が
サ
ラ
金
を
利

用
し
、
そ
の
約
２
０
０
万
人
が

多
重
債
務
に
陥
っ
て
い
ま
す
。

多
重
債
務
者
は
限
ら
れ
た
収

入
か
ら
取
り
立
て
の
厳
し
い
サ

ラ
金
な
ど
の
返
済
を
優
先
し
生

活
す
る
の
が
精
一
杯
で
す
か
ら

国
民
健
康
保
険
料
や
住
民
税
、

公
共
料
金
な
ど
滞
納
の
原
因
に

な
っ
て
い
ま
す
。
市
が
多
重
債

務
窓
口
を
一
元
化
し
専
門
家
と

連
携
し
て
問
題
解
決
を
は
か
る

過
程
で
滞
納
の
納
付
を
約
束
し

て
も
ら
う
取
り
組
み
を
求
め
ま
す
。

答答
平
成
20
年
度
か
ら
は
、
多

重
債
務
相
談
を
市
民
相
談

窓
口
で
受
け
て
い
く
が
、
多
重

債
務
に
関
す
る
問
題
は
、
滞
納

や
生
活
相
談
を
含
め
市
役
所
各

課
と
も
関
係
す
る
た
め
、
今
後

も
全
庁
的
に
連
絡
調
整
を
と
り

な
が
ら
対
応
し
て
い
く
。

4

自
治
体
病
院
の
経
営
改
善
ほ
か

砂
川

辰
義

高
齢
者
に
負
担
増
と
差
別
医
療
を
も
た
ら
す｢

後
期

高
齢
者
医
療
制
度｣

の
中
止
を
求
め
る
ほ
か

大
塚

好
子



( )2008年(平成20年)2月 高砂市議会だより 第146号

問問
臨
海
道
路
の
必
要
性
に

｢

姫
路
バ
イ
パ
ス
の
渋
滞｣

を
上
げ
て
い
る
が
①
迂
回
路
で

あ
り
、有
料
な
ら
渋
滞
は
さ
ら
に

増
え
る
。②
仮
に
バ
イ
パ
ス
が
解

消
さ
れ
て
も
、
さ
ら
に
山
陽
道

か
ら
の
車
が
増
え
、
市
街
地
の

渋
滞
は
も
っ
と
ひ
ど
く
な
り
到

底
解
消
さ
れ
る
と
は
考
え
ら
れ

な
い
が
見
解
を
求
め
ま
す
。

答答
国
道
２
号
バ
イ
パ
ス
と
し

て
の
機
能
を
有
し
て
お
り
、

通
学
路
や
住
宅
地
へ
の
迂
回
車

両
の
進
入
を
防
止
す
る
た
め
の

機
能
及
び
地
域
産
業
の
競
争
力

を
向
上
さ
せ
る
機
能
も
有
し
て

い
る
と
考
え
て
い
る
。

山
陽
道
へ
の
振
り
替
え
に
効

果問問
は
り
ま
道
し
る
べ
に
は
、

通
過
交
通
が
７
％
に
な
っ

て
い
る
が
台
数
計
算
の
み
で

｢

キ
ロ
台
数｣

を
計
算
し
て
い

な
く
正
確
で
な
い
資
料
で
す
。

少
な
く
と
も
30
％
以
上
は
あ
る

と
言
わ
れ
て
お
り
山
陽
道
や
中

国
道
へ
の
振
り
替
え
の
方
策
を

考
え
る
べ
き
で
は
な
い
で
す
か
。

答答
通
過
車
両
の
７
％
に
つ
い

て
は
、
播
磨
臨
海
地
域
全

域
を
一
つ
の
エ
リ
ア
と
し
て
、

国
が
調
査
し
た
通
過
交
通
量
で

あ
る
。

財
政
負
担
と
環
境
が
破
壊
さ

れ
る

問問
高
架
道
路
が
出
来
れ
ば
自

然
、
景
観
、
環
境
が
破
壊

さ
れ
、
ま
た
将
来
、
改
修
保
全

に
莫
大
な
財
政
負
担
と
な
る
。

あ
ま
り
に
も
ず
さ
ん
な
問
題
だ

ら
け
の
計
画
で
市
民
と
の
矛
盾

が
深
ま
っ
て
い
く
と
考
え
ま
す

が
見
解
を
求
め
ま
す
。

答答
自
然
や
景
観
、そ
し
て
、公

害
へ
の
対
応
は
重
要
な
こ

と
で
あ
り
、行
政
と
し
て
十
分

に
検
討
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
事
項
で
あ
る
と
考
え
る
。

建
設
に
伴
う
事
業
費
に
つ
い

て
は
、
ル
ー
ト
、
構
造
等
で
左

右
さ
れ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

◆

｢

自
動
車
依
存｣

の
社
会
を

つ
づ
け
る
限
り

｢

渋
滞
の
悪
循

環｣

に
陥
り
、
ま
た
新
し
い
道

路
を
つ
く
り
渋
滞
を
引
き
起
こ

す
、
こ
れ
は
地
球
温
暖
化
が
待
っ

た
な
し
の
時
代
に
私
た
ち
が
今
、

真
剣
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
時
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

高
い
国
保
料
の
引
き
下
げ
を

問問
国
保
料
が
高
い
最
大
の
根

源
は
国
が
国
庫
補
助
金
を

削
減
し
た
こ
と
に
あ
り
、
国
の

責
務

(

国
保
法)

を
果
た
す
よ

う
市
は
強
く
国
に
求
め
る
べ
き

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

答答
国
庫
補
助
の
増
額
、
あ
る

い
は
収
納
率
に
よ
る
調
整

交
付
金
の
減
額
措
置
に
つ
い
て

の
廃
止
等
、
毎
年
要
望
を
し
て

い
る
。

問問
低
所
得
者
に
減
免
制
度
を

求
め
る
。

答答
県
か
ら
４
分
の
３
の
公
的

負
担
に
よ
り
、
均
等
割
額

を
軽
減
す
る
な
ど
の
制
度
と
し

て
措
置
を
し
て
い
る
。

資
格
証
明
書
の
発
行
を
中
止

せ
よ

問問
乳
幼
児
、
母
子
な
ど
の
世

帯
に
は
国
保
証
の
取
り
上

げ
を
中
止
す
べ
き
で
発
行
基
準

の
改
善
を
求
め
る
。

答答
資
格
書
の
交
付
基
準
に
つ

い
て
は
、
国
保
法
で
規
定

を
し
て
お
り
、
１
年
以
上
滞
納

が
あ
る
方
に
つ
い
て
は
、
資
格

書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
と

な
っ
て
い
る
。
本
市
に
お
い
て

も
、
１
年
以
上
納
付
を
し
て
い

な
い
滞
納
者
に
接
触
を
図
り
、

納
付
相
談
の
中
で
、
対
応
を
し

て
い
る
。

行
政
は
ス
リ
ム
に
サ
ー
ビ
ス

は
も
っ
と
豊
か
に

◆
千
葉
県
我
孫
子
市
で
は

｢

提

案
型
公
共
サ
ー
ビ
ス
民
営
化
制

度｣

と
し
て
１
１
０
０
以
上
の

事
業
に
対
し
て
、
民
間
か
ら
民

営
化
の
提
案
を
う
け
ま
し
た
。

問問
高
砂
市
に
も
同
様
に
１
１

０
０
以
上
の
事
業
が
あ
る

と
思
う
が
、
洗
い
出
し
て

｢

市

が
や
る
べ
き
こ
と｣

｢

民
間
が

や
る
べ
き
こ
と｣

な
ど
業
務
仕

分
け
を
き
ち
ん
と
行
う
つ
も
り

は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

答答
市
民
サ
ー
ビ
ス
向
上
検
討

委
員
会
に
お
い
て
、
公
共

サ
ー
ビ
ス
業
務
委
託
等
の
検
討

を
行
っ
て
お
り
、
す
べ
て
の
事

務
事
業
に
つ
い
て
の
民
間
へ
の

移
行
の
可
能
性
調
査
を
行
い
、

公
共
サ
ー
ビ
ス
の
最
適
な
担
い

手
を
検
討
す
る
予
定
を
し
て
お

り
、
そ
の
結
果
、
民
間
移
行
の

可
能
性
の
高
い
事
業
、
ま
た
は
、

民
間
移
行
に
よ
り
市
民
サ
ー
ビ

ス
の
向
上
、
経
費
削
減
等
に
つ

な
が
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
計

画
的
に
民
間
委
託
等
を
実
施
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

滞
納
問
題
は
キ
ビ
シ
サ
系
と

ヤ
サ
シ
サ
系
で

◆
私
の
ス
タ
ン
ス
は

｢

滞
納
の

原
因
に
も
厳
し
く
、
悪
質
滞
納

者
に
も
厳
し
く｣

で
す
。
滞
納

の
原
因
た
る
貧
困
や
家
族
の
事

情
な
ど
は
相
談
業
務
で
ヤ
サ
シ

ク
。
悪
質
滞
納
者
に
は
キ
ビ
シ

サ
系
で
対
応
す
る
べ
き
。

問問
福
井
県
の
美
浜
町
で
は
究

極
の
手
段
と
し
て
氏
名
公

表
を
行
っ
て
い
ま
す
。
す
で
に

悪
質
者
へ
行
政
サ
ー
ビ
ス
停
止

や
差
し
押
さ
え
を
し
た
上
で
、

さ
ら
に
踏
み
込
み
ま
し
た
。

高
砂
市
も
せ
め
て
滞
納
状
況

の
公
表
や
ひ
ど
い
悪
質
な
人
10

人
か
ら
徴
収
す
る
と
い
う
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
か
。

答答
氏
名
の
公
表
に
つ
い
て
は
、

一
定
の
滞
納
抑
止
効
果
が

あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
地
方

税
法
あ
る
い
は
地
方
公
務
員
法

の
守
秘
義
務
の
関
係
か
ら
、
慎

重
に
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
問
題
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
。滞

納
整
理
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
は
も
う
公
平
・
公
正
の
観
点

か
ら
、
滞
納
に
つ
い
て
は
ぜ
ひ

と
も
な
く
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
解
消
に
向
け
て
最

大
限
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
は
思
っ
て
い
る
。

問問
複
数
の
担
当
部
か
ら
名
前

を
寄
せ
て
複
数
滞
納
を
し

て
い
る
人
、
す
な
わ
ち
悪
質
者

を
自
分
た
ち
だ
け
で
も
把
握
す

べ
き
と
思
い
ま
す
が
、
研
究
は

進
ん
で
い
ま
す
か
。

答答
滞
納
情
報
の
共
有
化
に
つ

い
て
は
、
ク
リ
ア
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
課
題
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
そ
の
取
り
扱
い
に
つ

い
て
は
、
体
制
の
検
討
及
び
法

令
等
の
調
査
を
行
い
な
が
ら
、

慎
重
に
対
応
し
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
る
。

5

ム
ダ
な
公
共
事
業
削
減
の
時
代
に

｢

播
磨
臨
海

地
域
道
路｣

は
必
要
か

小
松
美
紀
江

大
き
な
公
共
と
小
さ
な
政
府
、
滞
納
問
題
に
つ
い
て

井
奥

雅
樹
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５
年
振
り
の
菊
花
展
、
農
林

漁
業
祭
の
イ
ベ
ン
ト
に
関
し

て問問
当
初
の
目
的
は
達
成
で
き

ま
し
た
か
。ま
た
来
年
度
以

降
の
イ
ベ
ン
ト
計
画
は
。

答答
菊
花
展
は
、市
、財
団
、
関

係
団
体
及
び
出
品
者
に
よ

る
役
割
分
担
を
行
う
な
ど
、

工
夫
し
て
実
施
し
た
と
こ
ろ
で

あ
り
、
経
費
の
削
減
に
も
努
め
、

当
初
の
目
的
は
達
成
で
き
た
と

考
え
て
い
る
。
農
林
漁
業
祭
は
、

市
民
に
農
林
水
産
業
に
対
す
る

理
解
と
協
力
を
求
め
る
と
と
も

に
、
農
林
水
産
業
の
活
性
化
を

図
る
と
い
う
目
的
は
達
成
で
き

た
と
考
え
る
。
今
後
は
、
創
意

工
夫
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

幅
広
い
市
民
等
の
参
加
協
力
を

得
て
開
催
を
し
て
い
き
た
い
。

青
色
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
車
に

つ
い
て

問問
本
年
度
に
は
じ
め
て
１
台

を
導
入
し
ま
し
た
が
、
防

犯
・
防
災
効
果
や
市
民
の

反
応
な
ど
の
成
果
は
。
近
隣
市

の
事
件
発
生
状
況
か
ら
す
る
と

増
車
も
検
討
す
べ
き
で
は
。

答答
市
内
全
域
を
巡
回
す
る
中

で
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
ご

理
解
も
あ
り
、
地
域
の
安

全
に
寄
与
し
て
い
る
と
考
え
る
。

市
内
の
各
種
団
体
と
の
密
な

る
連
携
の
も
と
、
情
報
交
換
の

た
め
の
組
織
づ
く
り
や
、
公
用

車
を
活
用
し
た
パ
ト
ロ
ー
ル
に

つ
い
て
検
討
を
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

県
公
営
住
宅
米
田
団
地
の
火

災
に
つ
い
て

問問
今
回
の
火
災
の
よ
う
に
土

曜
日
・
日
曜
日
の
休
日
や

深
夜
で
の
中
高
層
ビ
ル
の

火
災
の
場
合
、
は
し
ご
車
も
必

要
で
あ
り
、
市
消
防
職
員
の
人

員
だ
け
で
充
分
か
。
近
い
将
来
、

広
域
行
政
も
視
野
に
入
れ
る
必

要
も
あ
る
の
で
は
。

答答
休
日
・
夜
間
に
お
い
て
、

日
勤
職
員
が
い
な
い
た
め
、

限
ら
れ
た
人
員
で
の
活
動

と
な
る
が
、
大
規
模
災
害
及
び

特
殊
災
害
等
に
つ
い
て
は
、メ
ー

ル
配
信
に
よ
り
全
職
員
に
火
災

等
の
周
知
を
行
い
、非
常
招
集

に
よ
り
応
援
隊
の
編
成
を
行
っ

て
い
る
。

現
在
、
兵
庫
県
に
お
い
て
、

枠
組
み
等
を
織
り
込
ん
だ
消
防

広
域
化
推
進
計
画
が
策
定
さ
れ

て
い
る
状
況
で
あ
り
、
そ
の
計

画
を
受
け
、
県
、
関
係
各
市
と

具
体
的
に
協
議
を
し
て
い
る
。

消
火
栓
に
つ
い
て

問問
米
田
団
地
の
火
災
に
対
応

す
る
市
の
消
火
栓
の
数
は
、

民
間
の
住
宅
地
に
比
べ
極

端
に
少
な
い
。今
後
の
設
置
計

画
は
。

答答
消
防
活
動
上
、
特
に
必
要

な
場
所
へ
の
設
置
は
、
水

道
管
の
布
設
が
え
等
を
考

慮
し
計
画
し
た
い
。

住
宅
用
防
災
警
報
機

(

火
災

報
知
器)

の
設
置
義
務
化
に

つ
い
て

問問
既
存
住
宅
に
対
す
る
設
置

期
間
は
平
成
23
年
６
月
と

さ
れ
て
い
る
が
、
ま
ず
、

市
が
市
営
住
宅
に
率
先
し
て
設

置
し
て
か
ら
市
民
に
要
請
を
す

べ
き
と
考
え
る
が
、
設
置
計
画

及
び
概
算
費
用
は
。

答答
平
成
22
年
度
ま
で
に
全
戸

(

２
２
５
戸)

施
工
す
る

予
定
で
あ
り
、
設
置
経
費

に
つ
い
て
は
、
１
戸
当
た
り
約

１
万
円
を
見
込
ん
で
い
る
。

昇
任
・
昇
格
に
伴
う
人
件
費

増
に
つ
い
て

問問
民
間
会
社
で
は
人
件
費
の

急
激
な
上
昇
を
抑
え
る
た

め
に
定
期
昇
給
・
昇
任
・

昇
格
の
原
資
を
設
定
し
て
い
る
。

市
の
人
件
費
増
の
管
理
は
ど
う

か
。民
間
会
社
で
の
人
件
費
増

の
原
資
を
あ
る
程
度
固
定
す
る

と
い
う
考
え
方
も
必
要
で
は
な

い
か
。

答答
18
年
度
４
月
に
実
施
し
た

給
与
構
造
改
革
に
お
い
て
、

平
均
４
・
８
％
減
額
さ
れ

た
新
た
な
給
料
表
に
改
定
す
る

と
と
も
に
、
高
砂
市
独
自
の
改

革
に
よ
る
昇
給
の
延
伸
の
効
果

が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

原
資
の
固
定
に
つ
い
て
は
、

現
在
、
具
体
的
な
も
の
は
考
え

て
い
な
い
が
、
今
後
も
国
の
制

度
改
正
、
他
市
の
動
向
に
配
慮

し
て
い
き
た
い
。

道
路
橋
の
安
全
・
安
心
対
策

問問
現
在
、
道
路
橋
梁
は
古
い

も
の
は
す
で
に
建
設
か
ら

50
年
を
超
え
て
い
ま
す
。
橋
梁

の
更
新
の
目
安
は
一
応
、
50
年

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
高
度
経
済

成
長
期
に
集
中
し
て
整
備
さ
れ

た
多
く
の
橋
梁
が
建
設
以
来
40

年
を
経
過
し
、
損
傷
が
目
立
ち

始
め
て
い
ま
す
。

さ
て
、
平
成
18
年
度
高
砂
市

統
計
書
に
依
れ
ば
17
年
度
末
現

在
、
橋
梁
総
数
３
６
８
橋
、
総

延
長
７
、６
５
８
ｍ
と
あ
り
ま

す
。
内
訳
は
国
道
21
橋
、
県
道

39
橋
、
市
道
３
０
８
橋
で
す
。

国
土
交
通
省
で
は
各
地
方
団
体

に
対
し
、
予
防
的
な
修
繕
、
お

よ
び
長
寿
命
化
修
繕
計
画
に
助

成
す
る
制
度
を
創
設
し
ま
し
た
。

計
画
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
修
繕

と
架
け
か
え
の
み
が
補
助
の
対

象
と
な
る
為
、
し
っ
か
り
と
計

画
を
つ
く
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

今
の
高
砂
市
の
考
え
方
、
今
後

の
取
り
組
み
計
画
等
お
示
し
下

さ
い
。

答答
長
寿
命
化
修
繕
計
画
は
、

従
来
の
事
後
的
な
修
繕
及

び
架
け
か
え
か
ら
、
予
防
的
な

修
繕
及
び
計
画
的
な
架
け
か
え

へ
と
、
円
滑
な
政
策
転
換
を
図

る
と
と
も
に
、
橋
梁
の
長
寿
命

化
並
び
に
橋
梁
の
修
繕
及
び
架

け
か
え
に
係
る
費
用
の
縮
減
を

図
り
つ
つ
、
地
域
の
道
路
網
の

安
全
性
、
信
頼
性
を
確
保
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

市
に
お
い
て
も
、
県
、
近
隣

市
の
対
応
状
況
も
見
な
が
ら
、

平
成
25
年
度
ま
で
に
長
寿
命
化

修
繕
計
画
を
策
定
し
て
、
橋
梁

の
安
全
・
安
心
を
確
保
し
た
い

と
考
え
て
い
る
。

農
地
の
遊
休
化
に
つ
い
て

問問
日
本
の
食
料
自
給
率

(

カ

ロ
リ
ー
ベ
ー
ス)

が
39
％

と
、
13
年
ぶ
り
に
40
％
を
割
っ

た
。
高
砂
市
に
考
え
て
も
工
業

の
発
展
の
割
り
に
は
農
業
が
衰

退
し
て
い
る
。
荒
廃
化
し
た
田

が
目
立
つ
。
農
地
の
利
用
改
善

策
は
計
ら
れ
て
い
る
の
か
。

転
じ
て
自
然
に
親
し
み
、
土

に
馴
染
む
、
園
芸
植
物
や
野
菜

栽
培
を
希
望
す
る
若
い
高
齢
者

市
民
の
人
々
も
増
え
る
で
し
ょ

う
。
行
政
側
か
ら
積
極
的
に
市

民
農
園
的
な
事
業
開
催
な
ど
は

近
い
将
来
、
考
え
ら
れ
な
い
の

で
し
ょ
う
か
。

答答
遊
休
農
地
は
、
生
産
調
整

制
度
が
あ
る
限
り
さ
け
ら

れ
な
い
問
題
で
あ
り
、
荒
廃
化

も
懸
念
を
さ
れ
て
い
る
。
現
在
、

レ
ン
ゲ
、
菜
の
花
、
コ
ス
モ
ス

等
の
景
観
作
物
の
種
子
を
希
望

す
る
農
家
へ
無
償
配
布
し
、
農

地
管
理
の
一
助
と
す
る
な
ど
、

そ
の
解
消
に
努
め
て
い
る
。

市
民
農
園
に
関
し
て
は
、
従

来
か
ら
Ｊ
Ａ
の
協
力
の
も
と
、

遊
休
農
地
の
利
用
に
よ
る
市
民

農
園
の
開
設
を
推
進
し
て
お
り
、

今
後
も
、
兵
庫
県
、
Ｊ
Ａ
、
地

権
者
と
連
携
し
、
遊
休
農
地
の

活
用
及
び
市
民
農
園
の
増
設
な

ど
に
つ
い
て
協
議
を
進
め
て
、

農
地
の
荒
廃
の
防
止
、
農
業
従

事
へ
の
機
会
の
確
保
に
取
り
組

ん
で
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

6

５
年
振
り
の
菊
花
展
、
農
林
漁
業
祭
の
イ
ベ
ン
ト
に
関
し
て
ほ
か

横
山

義
夫

道
路
橋
の
安
全
・
安
心
対
策
ほ
か

北
畑

徹
也
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地
域
福
祉
の
充
実

問問
11
月
末
、
曽
根
町
に
お
い

て
、
介
護
疲
れ
に
よ
り
、

老
夫
婦
が
無
理
心
中
を
図
る
と

い
う
事
件
が
あ
っ
た
。
老
老
介

護
の
現
状
把
握
や
地
域
の
見
守

り
体
制
は
。

答答
現
状
把
握
は
し
て
は
い
な

い
が
、
要
援
護
者
の
調
査

を
毎
年
行
っ
て
お
り
、
そ

の
中
で
、
老
老
介
護
の
側
面
は

把
握
で
き
る
も
の
と
思
っ
て
い
る
。

社
会
福
祉
協
議
会
と
も
連
携

を
し
、
民
生
委
員
、
児
童
委
員

を
初
め
、
自
治
会
、
婦
人
会
、

老
人
ク
ラ
ブ
な
ど
地
域
の
各
種

団
体
の
皆
様
の
ご
協
力
を
得
て
、

要
援
護
者
へ
の
見
守
り
を
行
っ

て
い
る
。

多
重
債
務
と
滞
納
処
分

問問
滞
納
処
分
の
統
一
基
準
と

宣
言
を
す
べ
き
で
は
。

答答
徴
収
法
、
地
方
税
法
等
の

規
定
の
中
で
、
手
続
等
の

一
定
の
基
準
は
定
め
ら
れ

て
い
る
。
滞
納
者
に
つ
い
て
、臨

戸
訪
問
、
納
付
相
談
を
通
じ
て
、

納
付
催
告
等
、
滞
納
に
な
ら
な

い
よ
う
指
導
を
行
っ
て
い
る
。

問問
滞
納
状
況
の
把
握
と
横
の

部
署
と
の
連
携
体
制
は
。

答答
納
付
催
告
を
し
て
も
納
付

不
履
行
と
な
っ
た
も
の
に

つ
い
て
、
徴
収
法
及
び
地

方
税
法
に
従
い
、
財
産
調
査
等

を
行
う
な
ど
、
計
画
を
立
て
て
、

差
し
押
さ
え
等
の
滞
納
処
分
を

見
据
え
た
対
応
を
し
て
い
る
。

多
重
債
務
に
対
す
る
相
談
に

つ
い
て
は
、
市
民
相
談
係
を
窓

口
と
し
て
、
消
費
生
活
相
談
に

も
連
携
を
と
り
、
全
庁
的
な
体

制
を
構
築
し
て
、
対
応
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

特
別
支
援
教
育
の
現
状
に
つ

い
て

問問
個
別
指
導
計
画
の
策
定
状

況
は
。

答答
教
育
委
員
会
に
お
い
て
様

式
と
方
法
等
を
提
示
し
、

各
学
校
で
個
別
の
指
導
計

画
を
作
成
、
活
用
し
て
い
る
。

問問
指
導
困
難
な
ケ
ー
ス
の
対

応
は
。

答答
個
別
の
指
導
計
画
を
も
と

に
、
専
門
的
な
機
関
と
連

携
を
図
り
、
支
援
体
制
や

支
援
方
法
の
工
夫
改
善
に
努
め

て
い
く
必
要
が
あ
る
と
認
識
し

て
い
る
。

問問
ス
ク
ー
ル
ア
シ
ス
タ
ン
ト

配
置
事
業
の
方
針
は
。

答答
県
の
特
別
支
援
教
育
課
に

事
業
の
重
要
性
を
要
望
し
、

県
か
ら
は
、
３
年
間
の
経

過
措
置
を
検
討
す
る
と
い
う
よ

う
な
連
絡
を
い
た
だ
い
て
い
る
。

ネ
ッ
ト
い
じ
め
に
つ
い
て

問問
高
砂
市
の
い
じ
め
の
状
況

と
暴
力
行
為
の
現
状
は
。

答答
記
名
方
式
で
調
査
し
た
結

果
、
今
、
い
じ
め
で
悩
ん

で
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
か

の
問
い
に

｢

は
い｣

と
答
え
た

小
学
生
は
１
１
８
名
、
４
・
１

％
で
、
中
学
生
は
71
名
、
２
・

５
％
で
あ
っ
た
。

生
徒
の
今
年
度
の
暴
力
行
為

等
に
つ
い
て
は
、11
月
末
で
７
件

と
、昨
年
度
の
34
件
と
比
較
し
て

減
少
し
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

問問
ネ
ッ
ト
い
じ
め
に
つ
い
て
、

高
砂
市
の
現
状
と
対
策
は
。

答答
ブ
ロ
グ
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

中
傷
す
る
書
き
込
み
を
数

件
把
握
し
て
い
る
が
、
人

物
を
特
定
で
き
な
い
た
め
、
直

接
の
指
導
が
行
え
て
い
な
い
の

が
現
状
で
あ
る
。

情
報
モ
ラ
ル
指
導
実
践
キ
ッ

ク
オ
フ
ガ
イ
ド
を
各
学
校
に
配
布

す
る
と
と
も
に
、教
職
員
を
対
象

に
し
た
研
修
会
も
実
施
し
、情
報

モ
ラ
ル
教
育
を
推
進
し
て
い
る
。

犯
罪
被
害
者
支
援

問問
犯
罪
被
害
者
支
援
窓
口
の

設
置
と
研
修
を
。

答答
企
画
総
務
部
の
危
機
管
理

室
を
窓
口
と
し
て
、
庁
内

各
部
署
と
連
携
を
と
り
な

が
ら
、
犯
罪
被
害
者
の
方
々
の

相
談
に
適
宜
対
応
す
べ
く
体
制

の
強
化
を
図
っ
て
い
き
た
い
。

問問
暴
力
団
と
は
善
良
な
る
市

民
の
生
活
を
脅
か
す
、
ア

ウ
ト
ロ
ー
集
団
の
こ
と
で
あ
る

が
、
暴
力
団
と
同
様
に
、
国
粋

主
義
や
人
権
・
同
和
を
標
榜
す

る
団
体
に
も
、
大
阪
、
京
都
、

奈
良
な
ど
の
事
例
の
ご
と
く
、

有
形
無
形
の
暴
力
を
背
景
に
し

て
の
、
無
言
の
威
圧
感
と
恐
怖

感
を
相
手
に
与
え
て
、
利
権
獲

得
活
動
に
暗
躍
す
る
と
い
う
実

態
も
あ
る
。
こ
れ
ま
で
高
砂
市

で
は
、
悪
質
な
不
当
要
求
を
繰

り
返
す
人
物
に
対
し
て
も
、
声

の
大
き
な
運
動
団
体
に
対
し
て

も
腰
が
引
け
て
い
る
か
の
弱
腰

の
感
が
あ
る
。
今
後
、
市
に
は

組
織
を
挙
げ
て
、
ア
ウ
ト
ロ
ー

や
不
当
要
求
行
為
に
、
毅
然
と

し
た
対
決
姿
勢
を
取
る
こ
と
を

望
み
た
い
。

答答
勇
気
を
持
っ
た
毅
然
と
し

た
態
度
で
、
市
一
丸
と
な
っ

て
断
固
排
除
す
る
考
え
で
あ
る
。

問問
本
年
４
月
よ
り
発
足
し
た

市
の
危
機
管
理
室
で
あ
る

が
、
そ
の
体
制
と
、
担
当
す
る

職
務
内
容
の
説
明
を
求
め
る
。

答答
人
員
に
つ
い
て
は
、
室
長

以
下
７
名
で
編
成
を
し
て

お
り
、
防
犯
、
防
災
、
不
当
要

求
、
国
民
保
護
計
画
な
ど
の
事

務
を
担
当
し
て
い
る
。
不
当
要

求
者
へ
の
対
応
に
当
た
っ
て
は
、

兵
庫
県
警
本
部
の
現
職
警
察
官

を
配
置
し
て
お
り
、
職
員
に
対

し
て
の
不
当
要
求
対
応
研
修
の

講
師
も
お
願
い
を
し
て
い
る
。

問問
10
月
に
加
古
川
市
で
小
学

２
年
生
女
児
が
、
何
者
か

に
自
宅
前
で
殺
害
さ
れ
る
と
い

う
、
悲
惨
な
事
件
が
起
き
て
い

る
。
こ
の
件
に
関
連
し
て
は
、

子
ど
も
た
ち
を
守
る
た
め
に
、

各
校
園
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な

指
示
指
導
が
な
さ
れ
た
の
か
教

育
長
に
お
尋
ね
し
た
い
。

答答
各
学
校
に
お
い
て
、
不
審

者
に
つ
い
て
い
か
な
い
、

車
に
乗
ら
な
い
、
す
ぐ
に
逃
げ

る
な
ど
、
指
導
を
徹
底
し
て
い

る
。
ま
た
、
こ
ど
も
１
１
０
番

の
家
の
場
所
を
子
供
た
ち
に
確

認
さ
せ
て
い
る
。

◆
以
前
、
大
阪
池
田
市
の
小
学

校
に
て
、
児
童
が
暴
漢
に
殺
傷

さ
れ
る
事
件
が
起
き
、
私
は
、

こ
の
議
会
の
場
に
お
い
て
、
市

内
各
校
園
に
捕
り
物
道
具
の

�
さ
す
ま
た
�
の
配
備
と
、
警

察
署
に
依
頼
し
て
の
防
犯
指
導

を
い
た
だ
く
よ
う
提
言
を
し
、

市
で
は
私
の
提
言
を
受
け
て
、

す
ぐ
に
実
行
さ
れ
た
こ
と
は
、

そ
の
効
果
大
で
あ
る
と
評
価
し

た
い
。
今
後
も
警
察
と
の
連
携

を
密
に
さ
れ
て
、
子
ど
も
た
ち

の
安
全
確
保
に
取
り
組
ん
で
い

た
だ
き
た
い
。
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地
域
福
祉
の
充
実

ほ
か

鈴
木

利
信

暴
力
団(

エ
セ
右
翼
・
エ
セ
同
和)

と
対
決
す
る
市
の
姿
勢
ほ
か

松
本

均
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平成19年12月19日
高砂市議会議長
今竹 大祐 様

市民病院経営改善対策特別委員会
委員長 福 元 昇

市民病院経営改善対策特別委員会報告書

本委員会は､ ｢市民病院経営改善対策についての調査・研究・並びに進捗状況の把握｣ を主な目的と
して､ 平成18年12月定例会において設置され､ 平成19年１月17日に第１回の委員会を開催して以来､ 12月
17日まで計14回にわたり､ 調査・審議を進めてきたところであるが､ 委員会において各委員から出され
た政策的判断を伴うような質問や意見に対しては､ 明確な答弁や方向性が示されなかった｡ さらには､
12月末で循環器科常勤医師２名及び内科常勤医師１名の退職が判明し､ 市民の市民病院に対する不安､
不信が増大し､ 病院の経営健全化はますます厳しい状況となった｡
このようなことから､ 本委員会として､ 今までの調査・審議の内容を踏まえ､ 市民病院の経営改善対
策に対する提言を取りまとめ､ 本委員会での審議を終えることとした｡

本委員会は､ ６月に中間報告として､ それまでの委員会審議の報告を行ったが､ ３月末で退職した院
長の後任人事が６月21日まで決まらなかったこと等が影響し､ 健全化計画の策定は遅々として進まず､
５月25日の第５回の委員会でやっと健全化計画の素案の素案が示されただけにとどまり十分な内容を報
告するまでには至らなかった｡
また､ 市長が病気療養のため､ ８月20日から不在という事態となり､ 健全化計画の策定スケジュール
がさらに遅れることとなった｡
今後も医師の確保が厳しい状況が予想されることや､ 地方公共団体財政健全化法及び病院健全化ガイ
ドラインへの対応等を考えると､ 平成20年度の予算編成と同時に国・県の動向も踏まえ､ 市民病院とし
ての位置付けを抜本的に検討する必要があると判断するものである｡

高砂市民病院の経営改善対策に対する提言

１. 医師の確保について
医師の確保については､ ９月定例会で医師の給与改善が行われたところであるが､ さらに､ 勤務医
師の職場環境の待遇改善に努めること｡
なお､ 採用に当たっては､ 目標を明確にした獲得計画を策定すること｡
また､ 女性医師の確保のための環境整備についても積極的に研究し努めること｡

２. 病床数､ 人員体制について
健全化計画での医師数は最大で42名となっており､ 今後も急激な医師数の増加が見込めないことか
ら､ 医師数に見合った病床数の削減､ 診療科の見直し及び事務職員・薬剤師・看護師等の人員体制の
見直しを図ること｡
見直しにあたっては､ 病院の経営状況を判断する場合に用いる病床稼働率､ 医業収支比率､ 給与費
比率等の経営指標を明確にすること｡

３. 一般会計からの財政支援方法の明確化について
一般会計からの特別繰入れは､ 悪化した市民病院の経営改善のためには十分な検討をせざるを得な
い状況にあると認識するが､ 繰入額や繰入れ時期ならびに今後の不良債務の増加抑制策等の支援方法
について市の方針を明確にし､ 早急に中期財政計画に具体的数値を示し､ 十分検討すべきである｡
その支援方法は､ 地方公共団体財政健全化法及び総務省が検討している ｢病院健全化ガイドライン｣
への対応を踏まえたものであること｡
また､ 一般会計等からの低利子あるいは無利子貸付による利子の軽減についても研究及び検討のこ
と｡
その他､ 市の学校からの給食調理員の受入れに対する職員給与の補てんも検討すること｡

４. 病院事業管理者の選任について
現状では､ 院長が病院事業管理者の職務代理者として､ その職務を行っているが､ 院長自身も診療
行為に従事しているため負担が大きく､ 経営改善に専念できる状況ではない｡ 責任体制の明確化から
も早急に病院事業管理者の選任に取組み､ 全職員が一丸となって経営改善に取組める体制整備に努め
ること｡
その人選については慎重な判断が必要となるが､ 病院事業管理経験者だけでなく民間の経営管理経
験者又は市や県のＯＢ等も対象とし､ 採用に当たっては公募などの手法も考慮すること｡
また､ 選任された病院事業管理者には病院の予算編成､ 人事等法令上規定された権限を付与された
ものであること｡
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５. 健全化計画の実施について
院内で行う健全化計画の実施状況の検証や進捗状況の管理に加え､ 有識者､ 医師会､ 県関係者やコ

ンサル等外部を交えた協議会を設置し､ 定期的に検証､ 評価を行うことや､ 国のガイドラインにあるよ
うに外部監査の導入実施も考慮すること｡

６. 市民への定期的な公表､ ＰＲについて
市民の病院に対する信頼回復のためにも､ 病院の経営健全化計画および経営改善への取組み状況に

ついては､ 市民へ定期的に市広報やホームページ等を用いて､ 実施内容や改善事例等について公表､ Ｐ
Ｒに努めること｡

以上のとおり､ 本委員会として提言するものであるが､ ｢高砂市民病院｣ はこれらの提言を受け､
公立病院としての経営が厳しさを増す中で､ なおかつ医療内容の一層の充実が求められていることを直
視し､ 市民に信頼され､ 必要とされる病院となるためにも､ 安定した経営基盤を確立する必要がある｡
そのためにも､ 全職員が当事者意識を持って目標期間内に健全化計画を実行し､ 従来からの経営改

善方策に加え､ さまざまな見直しを行い､ 自立し安定した病院運営を目指さなければならない｡

以上で､ 市民病院経営改善対策特別委員会の報告を終わるが､ これで高砂市民病院の経営健全化が
確実なものとなったわけではない｡
むしろこれから計画を実施していく上で発生するであろう事態への対応の方が､ より難しくなる事

は容易に想像できるものであり､ 院長を先頭に全職員が一丸となって､ さらなる院内の行革を行い経費
削減に努め､ 今後の経営改善に一層の努力を傾注されることを期待するものである｡

最後になりましたが､ 委員会設置以来委員会の運営に十分でない事が多々ありましたにもかかわら
ずご協力いただきました委員各位並びに､ ご苦労をおかけした皆さんに心から感謝の意を表しますとと
もに､ 今後､ 病院所管の常任委員会と議員の皆さんのさらなるご協力をお願いいたしまして､ 特別委員
会の報告を終わる｡

割賦販売法の抜本的改正に関する意見書

高齢者に対する寝具・リフォーム工事等の次々販売被害､ 呉服等の展示会商法等､ クレジット悪質商法被害が
全国で多発し､ ついには､ 多額のクレジット債務に負われた消費者が自らの命を絶つ深刻なケースすら発生して
いる｡
こうした被害が発生する要因としては､ クレジットは､ 代金回収と商品の引渡しを分化したシステムであり､

販売事業者が消費者の資力等を無視した勧誘を行うなどの構造的危険性を有しているにも関わらず､ 現行割賦販
売法が被害防止に向けた法改正を行ってこなかったこと等が挙げられる｡
よって､ 政府においては､ クレジット悪質商法被害の防止と消費者の被害回復､ さらには消費者にとって安心・
安全なクレジット社会を築くため､ 割賦販売法を改正するとともに､ 下記事項についての措置を講じることを強
く要望する｡

記

１ クレジット事業者の既払金返還責任 (無過失共同責任)
被害の集中する契約書型クレジットについては､ クレジットが違法な取引に利用された場合､ クレジット事

業者は､ 既払金返還を含む無過失共同責任を負うものとすること｡
２ クレジット事業者の不適正与信防止義務

契約書型及びカード式も含め､ クレジット事業者は､ 違法な取引にクレジットが利用され､ 顧客に被害が発
生することを防ぐための調査等､ 不適正な与信を防止する義務を負うものとすること｡
３ 過剰与信防止義務

クレジット事業者に､ 過剰与信を防止するための調査義務等を明記し､ さらに過剰与信防止義務違反につい
ては､ 民事効を認める等､ 同義務が実効性のあるものとすること｡
４ 契約書型クレジットに関する規制強化
契約書型クレジットについて､ カード式同様登録制度を導入し､ 且つ契約書面交付義務を明記すること｡

５ 原則として指定商品 (権利・役務) 制及び割賦要件を廃止し､ 支障のある取引については､ ネガティブリス
トにより対応するものとすること｡

以上､ 地方自治法第99条の規定により意見書を提出する｡

2007年 (平成19年) 12月19日

高 砂 市 議 会
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医療費の総枠拡大に関する意見書

2006年６月の通常国会において医療制度改革関連法案が可決成立したところであるが､ 急激な少子高齢化現象
が進むわが国において､ 医療制度改革は避けて通れない重要な課題である｡
しかしながら､ 高齢者の増加が国民医療費を急騰させるという予測に基づき､ 高齢者の自己負担増や療養病床

の大幅削減といった各種の医療費抑制策が打ち出され､ また､ 医師不足の拡大や､ 新たな看護基準の導入によっ
て看護職員が不足するなど､ 国民が安心して受けられる医療の提供体制に不安が強まっている｡
日本の医療費は先進30カ国中21位で最低基準であり､ こうした地域医療の危機を打開するためには､ 医療費の

総枠拡大が必要である｡
よって､ 政府においては､ 国民すべてが等しく安心できる医療体制を確立するため､ 下記事項について強く要

望する｡

記

・地域医療に必要な医師､ 看護師を増やし､ また患者負担を引き下げるために､ 先進国並みの医療費水準へ引き
上げる計画を策定すること｡

以上､ 地方自治法第99条の規定により意見書を提出する｡

2007年 (平成19年) 12月19日
高 砂 市 議 会

保険でよい歯科医療の実現を求める意見書

歯や口腔の機能が全身の健康､ 介護､ 療養上の改善に大きな役割を果たすことが厚生労働省の厚生労働科学研
究所等で実証されている｡ その結果として医療費を抑制する効果があることが兵庫県歯科医師会等で実証されて
いる｡
しかしながら､ 公的医療費の抑制により患者の自己負担が増大し保険で歯科診療を受けにくくなっている｡
また､ 実質的に医療内容を左右する診療報酬は過去３回続けて引き下げられ､ そのうえ歯科では現在普通に行わ

れている､ 金属床の入れ歯､ セラミックを用いたメタルボンド､ レーザー治療などは保険に取り入れられていない｡
よって､ 政府においては､ 医療費の総枠を拡大し､ 患者負担を増加させることなく､ 保険でよい歯科医療を確

保するため､ 下記事項の実現について強く要望する｡

記

１ 患者負担を軽減すること｡
２ 良質な歯科医療ができるように診療報酬を改善すること｡
３ 安全で普及している歯科技術を保険診療に含めるようにすること｡

以上､ 地方自治法第99条の規定により意見書を提出する｡

2007年 (平成19年) 12月19日

高 砂 市 議 会

道路の中期計画の策定､ 道路特定財源諸税の暫定税率延長等に関する意見書

道路は､ 国民生活や経済・社会活動を支える最も基礎的な施設である｡
高齢化､ 少子化が進展している中､ 活力ある地域づくり・都市づくりを推進するため､ 高速道路を含む道路の

整備は､ より一層重要となっている｡
安全で安心できる暮らしの実現､ また､ 地域格差の解消､ 地域の活性化を図るため､ 高砂市域においても道路

整備に対し住民から強い期待が寄せられている｡
昨年末に､ 道路特定財源の見直しに関する具体策が示され､ 見直しの作業が進められているが､ 道路整備に対

する国民のニーズは依然として高いことを踏まえ､ 引き続き道路整備の推進が強力に図られるよう下記事項を強
く要望する｡

記

１ 今後の具体的な道路整備の姿を示した中期計画において､ 真に必要な道路の整備・管理に必要な事業量を確
保すること｡
２ 受益者負担の趣旨にそぐわない一般財源化や転用をすることなく､ 全て道路整備を強力に推進するために充
てること｡
３ 各地方で行われる道路整備が滞ることなく着実に進むよう､ 平成20年度以降も次の措置を講ずること｡

� 道路特定財源諸税の暫定税率を延長すること｡
� 地方道路整備臨時交付金制度を継続すること｡

以上､ 地方自治法第99条の規定により意見書を提出する｡

2007年 (平成19年) 12月19日

高 砂 市 議 会
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平成19年12月19日
高砂市議会議長
今竹 大祐 様

高砂市議会決算特別委員会
委員長 鈴 木 利 信

決算特別委員会審査報告書 (抜粋)

｢経過｣

付託年月日 平成19年９月21日
審査年月日 平成19年10月22日､ 29日､ 31日

11月５日､ ７日､ ９日､ 14日､ 19日､ 27日

＜意見＞

我が国の景気は穏やかな回復傾向が続き､ 企業部門も好調であると言われている｡ 政府においても､ 構造改革を加速・
拡大し将来的に対応できる仕組みを作りあげるため､ ｢改革なくして成長なし｣ ｢民間にできることは民間に｣ ｢地方にで
きることは地方に｣ との方針の下､ 民間への業務の解放､ 規制緩和を着実に実施してきた｡
国と地方の関係においても､ 政府は先の小さな政府論を具現化する政策として三位一体の改革を推進してきた｡ この

政策の一環で進められた国から地方への補助金・負担金の廃止縮減と地方交付税の見直し､ 一方､ 地方自治体の財源対
策として税源移譲を行い地方の自立を促すというものであったが､ 現実は補助金と地方交付税は大幅に削減されたもの
の､ 税源移譲はその削減の全てを補うものではなく､ 財政難はさらに深刻化したという地方自治体の声が多く囁かれた｡
このような地方自治体を取り巻く環境下において､ 平成18年6月に北海道夕張市の財政破綻という衝撃的な事態が発生

し､ 自治体関係者の間では第二､ 第三の夕張市が出現するのも時間の問題であるという指摘もあった｡
本市においても例外ではなく､ 財政再建のため平成15年度から第３次行政改革を推進し､ 効果額においては当初の計

画額を上回る成果を達成し､ 危機的な財政状況は一時的に回避できたが､ 依然として厳しい状況が続いていることに変
わりはない｡
特に市民病院の不良債務及び国民健康保険事業特別会計の実質収支の赤字また将来的には土地開発公社保有地の引き

取りなど財政面への負担要素が多くある｡
しかしながら､ 事業の遅延理由の全てを財政問題に転嫁することは許されることではなく､ 如何なる状況下において

も市民に安定した行政サービスを提供することは行政の責務であり､ そのためには ｢さらなる改革｣ を推進しなければ
ならない｡
今後の改革の推進にあたっては､ 従来から実施してきた事業の見直し等によるカット方式はほぼ限界に達しており､

新たな取り組みとして､ 行政評価や人事評価制度を整備し､ それを行政に反映させる仕組みを構築し､ その中で特に職
員の意識改革を図ることが重要な要素ではないか｡
また､ 従来の閉鎖的と言われている行政運営から積極的に情報を開示提供し､ 住民と議会と行政が問題意識を共有す

ることも肝要である｡
いずれにしても､ 常に効率的な行政運営を心がけ､ 本市の財政状況､ 今後の地方自治体を取り巻く社会経済情勢を的

確に予測すると共に､ 今後予定されている事業については､ 最小限の経費でその事業本来の目的を達成する手段を構築
し推進されることを強く要望する｡
なお､ 今回の決算審査の特徴的事項として､ 前年度のフォローアップのみならず､ 16・17年度重複している指摘事項

のフォローアップ報告を求めたことや､ 18年度中の議会による指摘事項のフォローアップ報告を求めたこと｡ また滞納
問題については重点的取り組み､ 最終日には副市長､ 税・料等滞納整理対策会議の委員長に出席を求めて､ 高砂市の今
後の全体的な方針を確認したことが挙げられる｡

＜全般的事項＞

○ 職員数については定員適正化計画に基づき正規職員を削減し､ 事務事業の見直しを行う等､ 効率的な事務執行に努
めているが､ 18年度において臨時職員等の賃金が全会計ベースで約５億円執行されている｡ 各部署において正規職員
を精査し､ 人件費を削減した経緯を踏まえ､ 正規職員削減の効果を見出すためにも､ 臨時職員等の任用については再
度必要性を十分に検討し実施されたい｡
○ 管理職の削減については､ 市長のマニフェストにも掲げられており実施されつつあるが､ より効果をあげるために
も機構改革も含めて検討されたい｡
○ 滞納整理については従来から再三指摘をし､ 徴収について新たな対策を講ずるなど努力はされているが､ 市全体と
して取り組みの一貫性が見受けられない｡ 税料等滞納対策会議において種々協議は行っているが､ 単に情報交換の場
となっているのではないか｡ 今､ 必要なことは全庁に亘る横断的な取り組み方針の確定と指示命令である｡
悪質な滞納については毅然とした態度で対応できるように職員も細部に亘り検討を行い､ 財政運営の基本原則であ

る ｢入るを量りて出ずるを制する｣ を念頭において一層の努力をされたい｡

＜一般会計＞

歳 入
○ 保育料の徴収体制については､ 私立保育園に委託するなど､ 徴収率の向上を目指して改善している｡ しかしながら､
一部悪質な滞納者も残されているのも現況としてある｡
入所許可時に保育料を滞納されたときの対応を明確に説明するとともに､ 従来の収納方法に加え新たな手法の検討

も行い､ さらに滞納対策を強化されたい｡

(11)2008年(平成20年)2月 高砂市議会だより 第146号
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人 事

●教育委員会委員を任命するにつき同意いたしました｡

高砂市米田町 吉 田 美 香

本本会会議議・・委委員員会会はは
どどななたたででもも傍傍聴聴ででききまますす｡｡

次の定例会は３月に開会の予定ですので､ 日程そ
の他詳しいことは443－9051 (議会事務局) までお
問合せください｡

歳 出
○ 本市の懲戒処分にかかる停職期間は ｢高砂市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例｣ に１日以上１箇月以下と規
定されている｡
他市では６箇月以下､ １年以下と規定されているところもある｡ 本市の場合､ １箇月を超える停職に該当するもの

は､ 免職処分となり見方によれば厳しい対応と言えるが､ 条例の見直しを現在検討していることでもあり､ 以上のこ
とも踏まえてより厳しい方向で十分検討されたい｡
○ 高齢者虐待､ 児童虐待､ DV について､ 通報があれば状況を正確に把握し､ 緊急を要するものについては迅速に関係
機関等と連絡をとり対応されたい｡ また､ 対応後も発生状況の分析を行い､ 再発防止のため継続的に見守りを続けら
れたい｡
○ 農地の無断転用件数が多い｡ 18年度は29件の是正指導をされているが､ 今後も綿密な調査を実施し､ 違法な状態に
なっている土地については厳しく指導されたい｡
○ 市営住宅について､ 普通市営住宅495戸の内､ 168戸が空家となっている｡ 新たな入居者の募集は行わないという方
針ならば､ 管理面からも老朽化した家屋は解体処分すべきと考えるが､ 厳しい財政状況の中､ 財源確保の手法も含め
検討されたい｡
また､ 住宅の駐車場に関しても現況確認を実施し的確な管理を行われたい｡

○ 消防本部の緊急情報伝達指令システム整備工事及び消防用備品の購入に関し､ 特殊なものであることから高率で落
札されている｡ 本市の財政状況を踏まえ､ 他市の状況を調査し少しでも安く整備又は購入できるよう検討されたい｡

＜特別会計＞

下水道事業特別会計
○ 雨水浸水対策について､ 平成19年３月の建設経済常任委員会でも指摘したが､ 雨水排水計画は広域的に検討すべき
であり本市のみで解決できる問題ではない｡ 県､ 加古川市等と積極的に協議し進められたい｡

病院事業会計
○ 病院管理者の設置については17年度決算委員会においても指摘しているが､ 職務代理者を設置することで法的な問
題は無いとの回答を得ている｡
しかし､ 現在の厳しい経営状況を医師等と一体となって打破するためにも､ 管理者の設置は必要と思われる｡ 当局

は人材を求めているという回答ではあるが､ 積極的な対応をされたい｡

このほか全会計で30項目を指摘した｡

・平成18年度高砂市一般会計歳入歳出決算認定について 認 定

・平成18年度高砂市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 認 定

・平成18年度高砂市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 認 定

・平成18年度高砂市老人保健医療事業特別会計歳入歳出決算認定について 認 定

・平成18年度高砂市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 認 定

・平成18年度高砂市水道事業会計決算認定について 認 定

・平成18年度高砂市工業用水道事業会計決算認定について 認 定

・平成18年度高砂市病院事業会計決算認定について 認 定

■平成18年度決算認定について
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